
マイナンバーカードの申請方法新庁舎等の整備についてお知らせします！
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旧カナート西脇建物の解体工事に着工します
　新庁舎等の整備に向けて、先月旧カナート西脇建
物の解体工事業者と契約を締結しました。今月に解
体工事に着工し、今後は下記のスケジュールで行う
予定です。
■解体工事スケジュール

　工事の進ちょく状況については、広報にしわきや
市ホームページなどで随時お知らせします。

まちなか活性化に向けたアイデア
　昨秋にまちなかににぎわいを生み出すアイデアを
募集したところ、多くのアイデアをお寄せいただき
ありがとうございました。ご提案いただいたアイデ
アは市で検討の上、西脇市まちなか活性化計画の策
定に活用させていただきます。
≪提案いただいたアイデアの例≫
•既存の地域資源に着目するだけでなく、企業など
との連携や協働など新たな視点で地域資源の活用
を図る。
•公共施設の多目的な利用を進めるなど、有効活用
を図る。
•地域の歴史を感じさせるような建築物を改修し、
店舗やカフェとして活用する。
•新庁舎内にコーヒースタンドや電源、Wi-Fi環境
を整備し、さまざまな目的で利用することができ
る場所をつくり、「まちなかのサードプレイス（＝
第３の居場所）」にする。
■問合せ　新庁舎建設室（市役所内線365）

▲旧カナート西脇建物

　マイナンバーカードはス
マートフォンや郵送などで
簡単に申請できます。申請
には、通知カードと最近６
ヵ月以内に撮影した顔写真
が必要です。

■スマートフォンでの申請
　通知カードにあるQRコ
ードをスマートフォンで読
み取って入力フォームに情
報を入力してください。

■郵送による申請
　通知カードの個人番号カード交付申請書に必要事
項を記入し、顔写真を貼ってください。下記の宛名
を貼った封筒に申請書を同封して郵送してください
（切手不要）。

受け取り
　申請から約１ヵ月後に届く交付通知書兼回答書と
通知カード、本人確認書類を持って戸籍住民課へお
越しください。
■問合せ　戸籍住民課（市役所内線247、367）

　スマートフォンのアプリで加工し
た顔写真は使えないので、加工して
いない写真を用意してね。顔写真は
スマホから送るから、現像や印刷す
る必要はないよ！

１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月

準備・調査

仮設工事

内部撤去

建物解体

整地等

内装や機械設備を撤去

建物本体を解体

工事箇所をフェンス等で覆います

▲通知カード（見本）
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　彼らの会話にある「本人確認書類」とは、手続きをする方が本人で
あるかを確認するための書類のことで、手続きによっては健康保険証
や学生証では不十分とされることがあります。
　住所の異動手続きや金融機関の口座開設、アパートの賃貸契約など
多くの手続きに本人確認書類が必要になります。このような際に、
「マイナンバーカード」は本人確認書類として使うことができます。

　３人の高校３年生がスマートフォンの
アプリでマイナンバーカードの話をして
います。今年４月から大学に進学する
「かず」は、一人暮らしに向けてマイナ
ンバーカードを作成しました。


